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は じ め に 

地域ぐるみでリサイクルシステムを作りましょう 

我が国においては、高度成長期以降、大量の食品廃棄物が排出されています。 

こうした状況を背景に、循環型社会形成推進基本法の基に、平成１３年５月１日

に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）が施行さ

れました。本法律で、飲食店営業、食肉・食鳥肉販売業、旅館業が再生利用等促

進対象事業者となっています。食品リサイクル法では、再生利用等の実施率を平

成１８年度までに２０％に向上させることが目標とされています。 

食品廃棄物等の発生そのものを抑える「発生抑制」、食品廃棄物のうちで役に立

つものを再資源化する「再生利用」、食品廃棄物等の量を減少する「減量」、これ

らを適切に選択し、単独あるいは組み合わせて目標の達成を図ることとされてい

ます。 

全国指導センターでは、食品リサイクル法施行後、平成１４年７月２６日に「食

品リサイクル推進会議」を設置し、当会議にて、平成１４年度に食品リサイクル

推進事業に係る基礎データを得るための調査・データ分析を実施、平成１５年度

に食品リサイクル推進指針（生活衛生関係営業者における再生利用事業実施のた

めの指針）を策定、平成１６年度には生活衛生関係営業者の「食品リサイクル」

の分かり易いパンフレットを作成いたしました。 

以上の取り組みを通じて、各対象事業者の皆様に、都道府県指導センター及び

生活衛生同業組合連合会と連携して、食品リサイクルにかかる情報提供、食品リ

サイクルの方法、現状の周知、取り組みへのお願い等に努めてきたところです。

先ず、発生の抑制、減量に取り組んでいただき、次に登録再生利用事業者、農林

業者等と連携し、再生利用事業計画の策定の取り組みを提案させていただいてい

ます。 

本年度は、食品廃棄物の再生利用等に関するアンケート調査を実施して、報告

書として取りまとめました。 

本報告書が、今後、再生利用等に取り組む生活衛生関係営業者及び生活衛生業

界関係者の方々に、参考となり、活用していただければ幸いです。 

最後に、ご協力いただきました生活衛生関係営業者、各都道府県指導センター、

関係業界団体及び取りまとめにご尽力いただきました財団法人日本環境衛生セン

ターに厚く御礼申し上げます。 

 

 平成１８年３月 

 

財団法人 全国生活衛生営業指導センター 

理 事 長  山 下 眞 臣 



食品関連連合会からのお願い 

 

 今般、当調査報告書でまとめられましたとおり、食品リサイクル関連事業者として、

関係組合の皆様方には本調査に多大なるご協力をいただきましたこと、はじめに御礼申

し上げます。 

 ご承知のとおり平成 13 年 5 月「食品循環資源の再利用等の促進に関する法律」いわ

ゆる食品リサイクル法が施行され、食品に係る廃棄物の抑制、再生利用の促進を図るこ

とを目的とし、基本方針として平成 18 年度末までにその実施率を 20％向上させること

が数値目標とされ、その年度に到達しました。 

 各関係団体においても先に全国指導センターが策定したガイドラインや、パンフレッ

トに基づき各地域において積極的に取り組むよう推進して参りました。 

 当調査における結果においては再生利用への取り組み全体では取り組んでいるが

47％、取り組んでいないが 52％で、ほぼ半々であったものの、発生量の抑制への実行に

おいては様々な工夫において平均 8割が取り組んでおり、実際の再生利用への取り組み

は平均で 40％と実施に向けては検討したいが、実施は難しいという意見が上回っている

結果でありました。 

 同法施行後、平成 13 年度には飲食業関連連合会においても生活衛生営業振興推進事

業等の活用により関係組合員に対し食品リサイクルへの意識の向上を図るためのガイ

ドブック等を作成し、意識の向上を図り食品リサイクルへの取り組みを促進し、段階と

して食品残渣の減量化を図ること、飽食の時代においては消費者（お客）の食べ残し等

を如何に抑制させるべきか、個々のニーズ適応した新メニューの開発や分量及び調達す

る在庫の徹底管理にも発生を抑制する重要な点であり、産廃業者等に廃棄物として処理

を依頼する場合においても営業コストの削減によるメリットも期待しました。 

 次に再生利用の実施については個々の取り組みとしてコンポスト等の導入を図り処

理を行うものの、再利用としての実績は低調であるのが現状であつたものの、地域にお

いて積極的で発展的取り組みも事例として紹介されております。 

 当調査報告書を参考に今後、各食品関連組合がより積極的に食品リサイクルへ取り組

んでいただきたいと願う次第であります。 

 

平成 18 年 3月  全国旅館生活衛生同業組合連合会      会 長  小原 健史 

全国麺類生活衛生同業組合連合会      理事長  鵜飼 良平 

全国食肉生活衛生同業組合連合会      会 長  山下  久 

全国飲食業生活衛生同業組合連合会     会 長  田中 清三 

全国すし商生活衛生同業組合連合会     会 長  森  茂雄 

全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会  会 長  井元  弘 

全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会    会 長  和田 昇一 

全国中華料理生活衛生同業組合連合会    会  長  白木 信平 

全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会   会  長  濱田 康喜 

全国料理業生活衛生同業組合連合会     会  長  藤野 雅彦 
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